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１．はじめに 

生物多様性の危機が深まるなか、自然資本の保全・回復に向けた新たな資金調達メカニズムとして「生物

多様性クレジット」が国際的に注目を集めている。生物多様性クレジットとは一般に、「一定期間にわたり生

物多様性にプラスのアウトカム（以下「成果」）をもたらす活動に報酬を与える、検証・取引可能な金融手段」

を指す1。カーボンクレジット市場が気候変動対策資金を動員してきたように、生物多様性クレジットは自然

保全のための新たな市場ベースの手法として期待されている。 

特に、2022 年 12 月の生物多様性条約第 15 回締約国会議（COP15）で採択された「昆明・モントリオー

ル生物多様性枠組（KM-GBF）」では、生物多様性保全への大規模な資金動員目標が設定され2、その達成手

段として生物多様性クレジットが位置付けられている3。 

しかし、生物多様性クレジットはカーボンクレジットと比較して概念的にも実務的にも複雑であり、国際

的にも市場規模や制度整備は黎明期にある。また、その有効性への懐疑論も根強い。本稿では、生物多様性

クレジットが注目される背景、生物多様性クレジットの基本概念、カーボンクレジットとの違い、賛否両論

等を概説する。 

 

２．生物多様性クレジットが国際的に注目される背景 

生物多様性クレジットが国際的に注目を集める背景として、①深刻化する生物多様性の危機とその経済的

影響、②国際的な政策枠組みの進展と資金ギャップ、③生物多様性ファイナンス手法の高度化と民間資金の

拡大、④企業の自然関連リスク・機会への認識向上という 4 つの主要因が挙げられる。 

 
1 Steve Stawarz, “Biodiversity Credits and Conservation”（The Conservation Foundation, 2024.2） 
2 環境省生物多様性センターウェブサイト「昆明・モントリオール生物多様性枠組の構造」(visited Apr. 1st, 2025) 
3 環境省（訳）「昆明・モントリオール生物多様性枠組（仮訳）」（2023.3） 
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生物多様性の危機が深まる中、自然資本の保全・回復に向けた新たな資金調達メカニズムとして「生物

多様性クレジット」が国際的に注目を集めている。2022年 12月に採択された昆明・モントリオール生物

多様性枠組（KM-GBF）の資金動員目標達成には民間資金の大幅な増加が必要であり、生物多様性クレジッ

トはその有力な選択肢として位置付けられている。しかし、生物多様性クレジットはカーボンクレジット

と比較して概念的にも実務的にも複雑であり、国際的にも市場規模や制度整備は黎明期にある。本稿で

は、生物多様性クレジットが注目される背景、生物多様性クレジットの基本概念、カーボンクレジットと

の違い、クレジットを巡る賛否などを概説する。国際的な規範形成と並行して、各国・地域の生態系や社

会経済的文脈に適合した具体的な実装が今後の課題となると考えられる。 

次稿では、世界各国における生物多様性クレジットの市場動向や制度事例、先進的取組み等を詳細に取

り上げる。 

https://theconservationfoundation.org/biodiversity-credits/
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/treaty/files/kmgbf_structure.pdf
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/treaty/files/kmgbf_ja.pdf
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） 
(１)生物多様性の危機と経済への影響 

第一の要因として、世界の生物多様性が急速に悪化しており、それが経済に深刻な影響をもたらし得ると

の認識がある。国連の生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム（IPBES）は、

世界の陸地の 75%が人間活動により著しく改変され、湿地の 85%が喪失し、約 100 万種の動植物が絶滅の

危機に瀕していると報告した4。 

この生物多様性の損失は単なる環境問題ではなく、深刻な経済問題でもある。世界経済フォーラム（WEF）

によれば、世界の GDP の半分以上（約 44 兆ドル）は自然に依存する経済活動から生み出されている5。例

えば農業は授粉や土壌形成などの生態系サービスに依存し、製薬業界は新薬開発のために生物多様性を必要

とする。 

 

(２)国際政策の進展と資金ギャップ 

第二の要因は、生物多様性保全に関する国際的な枠組みの発展と、それに伴う大規模な資金ニーズの認識

である。生物多様性クレジットの制度的起源は 1970 年代初頭に米国で始まった湿地保全のための補償制度

（湿地緩和バンキング）に遡り、その後も各国ベースでの発展はみられてきたが6、近年になって国際的な注

目を集めている。 

転機となったのは、2022 年 12 月に開催された COP15 である。ここで採択された KM-GBF では、23 の

2030 年目標を掲げるうち、ターゲット 19（資金の動員）として「2030 年までに年間 2,000 億ドルの資金動

員」という世界目標が設定された。これは 2022 年時点の資金フローと比較して約倍増の水準である7。そし

て KM-GBF では生物多様性クレジット（およびオフセット）（後掲≪BOX≫参照）がその達成に向けた「革

新的スキーム」のひとつとして明記された8。これにより、生物多様性クレジットの国際的な枠組み形成に大

きな弾みがついた。国連開発計画（UNDP）の生物多様性金融イニシアチブ（BIOFIN）も、生物多様性クレ

ジットが「革新的な金融ソリューションとして経済開発と生態系保全を調和させるパイオニア的役割」を果

たす可能性を指摘している9。 

しかし、自然資本の経済的価値は従来の市場では適切に評価されず、「価格のない価値」として扱われてき

た10。その結果、生物多様性保全に向けた資金は著しく不足しており、2019 年時点の資金ギャップは年間約

7,000 億ドルに達するとされる11。KM-GBF が掲げる資金動員目標はこのギャップの一部解消を意図してい

るが、その達成にも大きな課題がある。 

こうした中で 2023 年 6 月にイギリスとフランスは、企業が信頼性の高い生物多様性クレジットを購入で

きるよう市場形成を支援し、自然回復に向けた国際的な取組みを拡大するための計画を示す「グローバル生

 
4 IPBES、環境省（訳）「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書：政策決定者向け要約（2020.3） 
5 WEF, “New Nature Economy Report II: The Future Of Nature And Business”（2020.7） 
6 これは開発により失われる環境を別の場所で保全・再生することで相殺する仕組みで、1990 年代には希少種保護（保全バ

ンキング）へと発展した。中国では 1990 年代後半から 2000 年代初頭に「生態補償制度」が導入され、オーストラリアでも

2001 年から同様のオフセット制度が適用された（Shelley Burgin, “‘Mitigation banks’ for wetland conservation: a major 

success or an unmitigated disaster?”（2010）、Wikpedia, “Conservation banking”（2024.8）、Shuo Gao et al., “Analyzing 

the outcomes of China's ecological compensation scheme for development-related biodiversity loss”（2023.8）ほか）。 
7 UNEP, “State of Finance for Nature 2023”（2023.12） 
8 前掲注 3  
9 UNDP BIOFIN, “Uzbekistan Biodiversity Finance Plan”（2025.3） 
10 「生物多様性国家戦略 2012-2020」（2012.9） 
11 The Paulson Institute et al., “Financing. Nature: Closing the global biodiversity financing gap”（2020.9） 

https://www.iges.or.jp/jp/publication_documents/pub/translation/jp/10574/IPBESGlobalAssessmentSPM_j.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Future_Of_Nature_And_Business_2020.pdf
https://biotech.law.lsu.edu/blog/BurginMitigationBanks.pdf
https://biotech.law.lsu.edu/blog/BurginMitigationBanks.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_banking
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/csp2.13010
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/csp2.13010
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/44278/state_finance_nature_2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/treaty/files/kmgbf_ja.pdf
https://www.biofin.org/sites/default/files/content/knowledge_products/BFP_Uzbekistan_final%20validated_ENG_0.pdf
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives5/files/2012-2020/01_honbun.pdf
https://www.paulsoninstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/FINANCING-NATURE_Full-Report_Final-with-endorsements_101420.pdf


   

 

2025/4/18   3 

Insight Plus 
 

 

） 
物多様性クレジットロードマップ」12を発表した。また、両国は市場の健全性（インテグリティ）を確保する

ための機関として生物多様性クレジットに関する国際諮問委員会（IAPB）を設立した13。IAPB は 2024 年

10 月に COP16 で「高インテグリティな生物多様性クレジット市場フレームワーク」を公表し、大きな注目

を集めた14 15（後記 5（3）参照）。 

 

(３)生物多様性ファイナンスの高度化と民間資金の拡大 

第三の要因として、生物多様性保全・再生の

ための資金調達メカニズム、すなわち生物多

様性ファイナンスの急速な高度化が挙げられ

る。グリーンボンド、インパクト投資、生態系

サービスへの支払い（PES）など、多様な金融

手段が発達しており、生物多様性クレジット

は唯一の資金調達手段ではない≪図表 1≫。し

かし、現状の資金フローは 2022 年時点で公的

資金が 82%、民間資金が 18%と大きな偏りが

あり16、生物多様性クレジットは民間資金を動

員するための市場メカニズムとして期待され

ている。 

この課題に対応し、近年では民間資金の活性化に向けた動きが顕著になっている。国連環境計画・金融イ

ニシアチブ（UNEP FI）の報告によれば、自然に対する民間資金の流通額は 2024 年に 1,020 億ドルに急増

し、2020 年（94 億ドル）の 11 倍に達している17。また、グリーンボンド市場でも自然関連プロジェクトの

割合が増加しており、2020 年に発行された商品のうち生物多様性プロジェクトが占める割合はわずか 5%で

あったのに対し、2023 年には 16%に増加した18。金融機関の取組みも活発化しており、例えば 2025 年 2 月

にはゴールドマンサックス・アセットマネジメントが生物多様性の保全と回復をテーマとした専門ファンド

（Goldman Sachs Biodiversity Bond fund）を発表するなど19、生物多様性ファイナンスの主流化が進んで

いる。 

 

(４)企業の自然関連リスク・機会への関心の高まり 

第四の要因は、企業における自然資本に対する認識の急速な高まりである。特に 2023 年 9 月に最終版が

 
12 France Gouvernement & UK Government, “A Global Roadmap to Harness Biodiversity Credits for the Benefit of 

People and Planet”（2023.6） 
13 Defra et al., “UK – France Global Roadmap launched to mobilise global nature finance”（2023.6）ほか 
14 IAPB, “Framework for high integrity biodiversity credit markets”（2024.10） 
15 なお、COP16 では「カリ基金」の創設も合意され、2025 年 2 月のローマでの再開会合で正式に設立された。この基金

は、遺伝資源のデジタル配列情報（DSI）の使用に係る利益配分のための資金メカニズムとして機能し、特に途上国における

生物多様性保全のための資金動員を強化する（環境省「生物多様性条約第 16 回締約国会議等の再開会合第二部 結果概要」

（2025.3））。 
16 前掲注 7 
17 Jessica Smith et al., “Private finance for nature in 2024: Scaling, moving up the capital continuum and connecting to 

impact”（UNEP FI, 2024.6） 
18 Sustainable Fitch, “Biodiversity in ESG: State of the Sustainable Finance Market”（2023.10） 
19 同ファンドは投資適格の企業債を対象とし、EU のサステナブルファイナンス開示規則（SFDR）の第 9 条（最もグリーン

な金融商品に対する分類）に準拠した開示を行う（Goldman Sachs Asset Management, “Goldman Sachs Asset 

Management Launches Biodiversity Bond Fund”（2025. 2））。 

≪図表 1≫様々な生物多様性ファイナンス手段 

 

（注）下線は KM-GBF が言及している手段を指す。 

（出典） IAPB, “Framework for high integrity biodiversity credit 

markets”（2024.10）をもとに作成 

生物多様性保全・
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調達制度・ツール
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ブルーカーボンファイナンス
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https://www.naturefinance.net/wp-content/uploads/2023/06/AGlobalRoadmapForScalingUpHighIntegrityBiocredits_FINAL_210623.pdf
https://www.naturefinance.net/wp-content/uploads/2023/06/AGlobalRoadmapForScalingUpHighIntegrityBiocredits_FINAL_210623.pdf
https://www.gov.uk/government/news/uk-france-global-roadmap-launched-to-mobilise-global-nature-finance
https://drive.google.com/file/d/1fY8EfmEfAr7zeL2d59vuZhiuiwc8xQaw/view
https://www.env.go.jp/content/000295316.pdf
https://www.env.go.jp/content/000295316.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/44278/state_finance_nature_2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/Nature-finance-overview.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/Nature-finance-overview.pdf
https://www.sustainablefitch.com/corporate-finance/biodiversity-in-esg-state-of-sustainable-finance-market-09-10-2023
https://am.gs.com/en-se/advisors/news/press-release/2025/biodiversity-bond
https://am.gs.com/en-se/advisors/news/press-release/2025/biodiversity-bond
https://drive.google.com/file/d/1fY8EfmEfAr7zeL2d59vuZhiuiwc8xQaw/view
https://drive.google.com/file/d/1fY8EfmEfAr7zeL2d59vuZhiuiwc8xQaw/view
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） 
公表された TNFD 提言は企業に自然資本に関するリスクと機会の評価・開示を求めており20、これに準拠し

た情報開示を行う企業が国内外で拡大している21。TNFD の共同議長クレイグ氏は「TNFD は組織が自然を

バランスシートに取り込み、リスクと機会の評価に統合することを支援している」と述べ、企業や投資家が

自然とビジネスが調和した「ネイチャーポジティブな未来」に向けた投資機会を認識し始めていると強調し

ている22。 

こうした動きを受けて、企業は自然との関係性をより積極的に管理し、生物多様性関連の取組みを強化し

ている。生物多様性クレジットは、企業が自然に与える負の影響を軽減し、正の影響を増大させるための手

段として位置付けられる可能性があり、企業の自然関連戦略の一要素として注目されている。 

企業にとって生物多様性クレジットは、購入者としてだけでなく、供給者としてのビジネス機会も提供し

得る。特に農林関連事業者や土地所有者、森林管理者、自然再生技術を持つ企業などは、土地管理や生態系

再生活動を通じてクレジットを創出・販売することで新たな収益源を確保できる可能性がある。例えば、持

続可能な森林管理や劣化した湿地の再生、生態系を考慮した農業手法の導入などによって、環境価値を創出

し市場化することが考えられる。また、コンサルティング企業や金融機関にとっても、クレジットの開発・

認証・仲介などのサービス提供によるビジネス拡大が期待される。 

 

３．生物多様性クレジットの基本的枠組み 

(１)定義と中核的概念 

生物多様性クレジットとは、より平易に言えば「生物多様性の保全・再生・向上に向けた活動によって生

み出された、測定可能な自然への貢献を表す単位」である。ただ、意味のある定義となると難しい。例えば

生物多様性クレジット同盟（BCA）（後記（3）参照）による最新定義では、「測定され、証拠に基づく生物多

様性に関するポジティブな成果の単位を表す証明書であって、当該成果が長期に持続し、他の方法で発生し

たと考えられる事象に追加されるもの」とされる23 24。 

この定義は、4 つの重要要素に基づいている。 

 

○ 生物多様性成果：プロジェクト活動がある場合とない場合のシナリオの差として測定される。BCA は、

「生物多様性指標の改善、生物多様性への脅威の軽減、または予測される生物多様性指標の低下の防止」

と定義している。これは「改善」「損失回避」「維持」の 3 つの活動種別を通じて達成される。 

○ 測定可能で証拠に基づく：クレジットの方法論には、地理的な面積の測定に加え、ハビタット（個々

の生物種の生息に本来必要なまたは適した環境を有する場所や空間）の状態を表す構造・機能・構成な

ど、生物多様性の異なる側面を測定する複数の指標を含まなければならない。 

○ 長期持続性：プロジェクトがクレジットの基盤となる生物多様性成果を長期間維持できる能力を指す。

 
20 TNFD「自然関連財務情報開示タスクフォースの提言」（2023.9） 
21 2024 年 10 月時点で、TNFD フレームワークの採用企業は世界 502 社に達し、これらの企業の市場価値は合計 6.5 兆ドル

以上、うち日本企業は 133 社で国別首位となっている（TNFD, “Over 500 organisations and $17.7 trillion AUM now 

committed to TNFD-aligned risk management and corporate reporting”（2024.10）ほか）。 
22 TNFD, “TNFD launches next global adoption campaign ahead of COP30 in Belém”（2025.3） 
23 BCA, “Definition of a Biodiversity Credit” Issue Paper No. 3（2024.5） 
24 この定義は、BCA が UNEP FI、UNDP、WEF、持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）、国際環境開発研究

所（IIED）、NatureFinance、South Pole、McKinsey など複数の組織からの意見を取り入れて策定したものであり、生物多

様性クレジット市場の透明性と信頼性を確保するための基盤となるものである。IAPB にも採用されている。ただし BCA は

「市場は発展の初期段階にあるため、回答は『最終的文言』とみなされるべきではなく、市場の発展とともに進化していく可

能性が高い」と述べており、定義も今後の市場発展とともに更新される可能性がある（BCA, “Answers to guide the market”

（2024.5））。 

https://tnfd.global/wp-content/uploads/2024/02/%E8%87%AA%E7%84%B6%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%B2%A1%E5%8B%99%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%96%8B%E7%A4%BA-%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%8F%90%E8%A8%80_2023.pdf
https://tnfd.global/over-500-organisations-and-17-7-trillion-aum-now-committed-to-tnfd-aligned-risk-management-and-corporate-reporting/
https://tnfd.global/over-500-organisations-and-17-7-trillion-aum-now-committed-to-tnfd-aligned-risk-management-and-corporate-reporting/
https://tnfd.global/tnfd-launches-next-global-adoption-campaign-ahead-of-cop30-in-belem/
https://www.biodiversitycreditalliance.org/wp-content/uploads/2024/05/Definition-of-a-Biodiversity-Credit-Rev-220524.pdf
https://www.biodiversitycreditalliance.org/faqs/
https://www.biodiversitycreditalliance.org/faqs/
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） 
これには保護区指定・資源利用制限・管理効果向上・資金確保などの法的・財政的保証が含まれる。BCA

は、生物多様性クレジットは最低でも 20 年間の持続性を持つべきとしている。 

○ 追加性：プロジェクト介入とクレジット収益の期待がなければ達成されなかったであろう生物多様性

成果にのみクレジットが付与される要件を指す。適切なベースラインとの比較や、二重計上可能性の防

止などが考慮される必要がある。 

 

換言すれば、①改善・損失回避・維持を通じた貢献、②地理的面積と生態系指標の測定、③最低 20 年間の

保全効果維持能力、④プロジェクト介入とクレジット収益の期待がなければ達成されなかった成果―が求め

られている。 

ただし、生物多様性クレジットはまだ発展途上の概念であり、国際的にも完全に合意された定義は存在し

ない25（本稿でも様々な組織による定義を紹介している）。 

 

《BOX》 生物多様性クレジットとオフセットの関係 

生物多様性クレジットと生物多様性オフセットは、異なるものの、その成り立ち上も密接に関連する概

念である。 

生物多様性オフセットとは、開発事業などによる生物多様性への負の影響を、他の場所での保全活動に

よって相殺（オフセット）するという考え方を指す26。多くの場合、法的要件として実施される（例：義

務的オフセット）。 

一方、生物多様性クレジットは必ずしも特定の損失を相殺する目的で使用されるわけではなく、民間セ

クターによる生態系保全・再生への参加を促進するメカニズムとして、定量的かつ客観的に測定された自

然への貢献を示す手段に活用される場合もある（例：ボランタリー生物多様性クレジットの活用）。 

後掲≪図表 4≫に示すように、生物多様性への取組みはミティゲーションヒエラルキーに従い、まず影

響の回避、次に最小化、そして影響からの再生・回復を優先し、最終的に残る影響について補償やオフセ

ットが検討されることが重要である。 

ただし、実際には両者の境界は曖昧であり、法的要件を満たすために生物多様性クレジットが用いられ

る場合（イギリスの生物多様性ネットゲイン制度など27）もあれば、自主的な取組みとしてオフセットが

行われる場合もある。 

COP16 では NGO 等から生物多様性オフセットへの懸念が示され、IAPB のフレームワーク（後記 5

（3）参照）では、特に国際的なオフセット（ある国の生物多様性損失を別の国の保全活動で相殺するこ

と）への不支持を明確化し、オフセットが必要な場合でも、同一生態系内で行われることが望ましいとの

 
25 用語自体も揺れており、「生物多様性クレジット（biodiversity credit）」「バイオクレジット（biocredit）」「生物多様性証

明書（biodiversity certificate）」「自然クレジット（nature credit）」「自然トークン（nature token）」など、類似の概念を指

す様々な用語が使用されている。また、「自然（nature）」と「生物多様性（biodiversity）」という用語は時に互換的に使用さ

れるが、それぞれ異なる概念を意味する場合もある（WEF, “Biodiversity Credits: Demand Analysis and Market Outlook”

（2023.12））。本稿では、KM-GBF のターゲット 19 で使用されている「生物多様性クレジット」という用語を一貫して使用

する。 
26 例えば国際自然保護連合（IUCN）は「既に実施されている予防・緩和措置に加えて、プロジェクトの悪影響を補償するた

めに設計された測定可能な保全成果」と生物多様性オフセットを定義している。ミティゲーションヒエラルキー（回避→最小

化→再生→オフセット）を必ず適用したうえでの最終手段として位置づけられる（IUCN, “Biodiversity offsets”（2021.2）。 
27 詳細は鈴木大貴「イギリスの生物多様性ネットゲイン①～ネイチャーポジティブ実現と自然市場拡大に高まる期待～」

Insight Plus（SOMPO インスティチュート・プラス、2024.7）、鈴木大貴「イギリスの生物多様性ネットゲイン②～改善の

余地は大だが、ビジネス機会も広がる～」Insight Plus（SOMPO インスティチュート・プラス、2024.9）を参照願う。 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_2023_Biodiversity_Credits_Demand_Analysis_and_Market_Outlook.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_2023_Biodiversity_Credits_Demand_Analysis_and_Market_Outlook.pdf
https://iucn.org/resources/issues-brief/biodiversity-offsets
https://www.sompo-ri.co.jp/2024/07/26/13164/
https://www.sompo-ri.co.jp/2024/07/26/13164/
https://www.sompo-ri.co.jp/2024/09/24/13855/
https://www.sompo-ri.co.jp/2024/09/24/13855/


   

 

2025/4/18   6 

Insight Plus 
 

 

） 
原則が示されている28。 

また、2024 年 10 月に世界自然保護基金（WWF）は「生物多様性クレジットの条件」に関する公式見

解を発表し、クレジットを「オフセットを目的として購入されない、自然回復、保全、または管理活動か

ら得られる測定・証拠に基づく生物多様性へのプラスの成果を表す証明書」と定義している。WWF は、

企業は自社の環境影響に対処する代替手段としてクレジットに依存すべきでないとし、オフセット利用を

明確に除外している。また、企業は自社の活動とは直接関係のない投資を通じて単純に「ネイチャーポジ

ティブである」と主張するのではなく、「ボランタリー生物多様性クレジットの購入を通じてグローバル

なネイチャーポジティブ目標に貢献している」、とより限定的に表現すべきとしている29 30。 

 

(２)主な種類と特徴 

生物多様性クレジットは、保全対

象や手法、成果の性質によって様々

に分類できる。 

保全対象による分類では、特定の

生態系（森林・湿地・草原など）の

保全・再生によって生み出される

「生態系クレジット」と、特定の希

少種や絶滅危惧種の保全によって

生み出される「種クレジット」がある31。 

成果の性質による分類では、「保護」「再生」「スチュワードシップ（管理）」「適応」の 4 つに大別され、そ

れぞれ、クレジットが達成しようとする生態学的価値の変化の種類が異なる≪図表 2≫。 

また近年は、先住民や地域コミュニティによる伝統的な保全活動を評価する「生物多様性スチュワードシ

ップ・クレジット（BSC）」32や、都市環境における生物多様性の向上に焦点を当てた「都市型生物多様性ク

レジット」33などの新概念も発展している。 

これらのクレジットに共通する特徴は、特定の保全活動による生物多様性向上への貢献を、科学的に測定・

評価可能な形で定量化し、経済的価値として取引可能にする点にある。こうした仕組みにより、これまで「外

部性」とされ市場で評価されにくかった自然資本の価値を可視化・内部化することが目指されている。一方

で、国際森林研究機関連合（IUFRO）などからはこうした市場メカニズムへの懸念も示されている34（後記

5（2）も参照）。 

 
28 「IAPB は国際的な生物多様性オフセットのアプローチを支持しない。補償は現地対現地（local-to-local）かつ同種対同種

（like-for-like）でなければならない」と明記している（前掲注 13）。 
29 WWF, “WWF Position Voluntary Biodiversity Credits”（2024.10） 
30 WWF は、生物多様性クレジットは「企業がより広範な環境戦略の一部として検討できるアプローチ」であり、「サプライ

チェーンにおける環境負荷削減措置や、科学に基づく目標設定と移行計画を補完するもの」と位置付けている（WWF ウェブ

サイト「WWF and Voluntary Biodiversity Credits」(visited Apr. 1st, 2025)）。 
31 ニューサウスウェールズ州ウェブサイト「Biodiversity credits」(visited Apr. 1st, 2025) 
32 Axel G. Rossberg et al., “A metric for tradable biodiversity credits quantifying impacts on global extinction risk” 

Journal of Industrial Ecology（2024.6） 
33 日本の BIOTA や、イギリスの Nature & People Foundation などが提唱している（BIOTA「オフィスビルの緑地から生

み出す生物多様性クレジット」（PR TIMES、2024.5）、Nature & People Foundation ウェブサイト「Urban Biodiversity 

Credtis」(visited Apr. 1st, 2025)）。 
34 Daniela Kleinschmit et al., “International Forests Governance: A critical review of trends, drawbacks, and new 

approaches” World Series Vol. 43（IUFRO, 2024.5） 

≪図表 2≫生物多様性クレジットの分類 

保全対象 種類 

生態系 生態系クレジット 

希少種等 種クレジット 

成果類型 達成目標と特徴 

保護 法的保護指定による生態系の保全（例：保全協定、保護区設定） 

再生 劣化生態系の質的向上（例：植林、湿地再生） 

スチュワードシップ 既存生態系の質の維持・向上（例：持続的管理、侵略種対策） 

適応 気候変動への耐性強化（例：サンゴ礁の温暖化対策） 

（出典）Pollination, “State of Voluntary Biodiversity Credit Markets: Current Supply 

& Demand Dynamics”（2024.9）ほかをもとに作成 

https://drive.google.com/file/d/1fY8EfmEfAr7zeL2d59vuZhiuiwc8xQaw/view
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/biodiversity-credits-position---october-2024---final.pdf
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/wildlife_practice/biodiversity_credits/
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/wildlife_practice/biodiversity_credits/
https://www2.environment.nsw.gov.au/topics/animals-and-plants/biodiversity-offsets-scheme/about/how-scheme-works/biodiversity-credits#types-of-biodiversity-credits
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jiec.13518
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jiec.13518
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000075733.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000075733.html
https://natureandpeople.org/ubciii/
https://natureandpeople.org/ubciii/
https://www.iufro.org/media/fileadmin/publications/world-series/ws43.pdf
https://www.iufro.org/media/fileadmin/publications/world-series/ws43.pdf
https://pollinationgroup.com/wp-content/uploads/2024/09/BiodiversityCreditMarkets_2024-FINAL.pdf
https://pollinationgroup.com/wp-content/uploads/2024/09/BiodiversityCreditMarkets_2024-FINAL.pdf
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） 
(３)主な推進機関と国際的イニシアチブ 

生物多様性クレジットの概念整理や基準策定、普及活動を主導する主な国際機関としては、先述してきた

とおり、UNDP の支援のもと 2022 年 12 月の COP15 で発足した BCA や、2023 年 6 月に英仏両政府が設

立し、世界各国の専門家や先住民代表を含む多様なメンバーで構成されている IAPB などがある。また、WEF

も「自然市場と生物多様性クレジットイニシアチブ」を通じて生物多様性クレジット市場の形成を推進して

おり35、これらの機関は相互に連携している。市場の信頼性と透明性確保に向けた基準作りの面では、自然

と金融の連携を専門とする国際シンクタンクである NatureFinance が 2022 年に設立した Taskforce for 

Nature Markets も、生物多様性クレジットを含む自然市場の公正で持続可能な発展のための様々なガイダ

ンスを提供している36。 

生物多様性クレジットの認証機関も重要なプレーヤーである。カーボンクレジット認証で実績のある

Verra や、Plan Vivo などが生物多様性クレジットの定量化手法や認証スキームを独自に提唱または提供し

ている37。Gold Standard も生物多様性認証機関（OBC）と連携し生物多様性評価の方法論開発を進めてい

る38。こうした国際的認証機関の参入により市場の信頼性向上と標準化の進展が期待される一方で、2023 年

には Verra が認証した REDD+プロジェクトのカーボンクレジットの有効性に関する厳しい調査結果が報告

されるなど39、認証の信頼性にも課題が指摘されている。生物多様性の複雑さと地域固有性を考慮した認証

基準の開発やその適切な運用は引き続き重要な課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 WEF ウェブサイト「Biodiversity Credits」(visited Apr. 1st, 2025) 
36 NatureFinance ウェブサイト「Biodiversity Credit Markets」(visited Apr. 1st, 2025) 
37 Verra, “Verra Launches Nature Framework”（2024.10）、Plan Vivo, “Plan Vivo Launch Pioneering Biodiversity 

Standard”（2023.12）ほか 

なお、Plan Vivo も国際的な野生生物保護団体と生物多様性クレジット市場のハイレベルインテグリティ原則を策定している

（Plan Vivo & FFI, “High Level Integrity Principles for Biodiversity Markets”（2023.1））。 
38 Gold Standard, “Gold Standard to collaborate with the Organization for Biodiversity Certificates”（2023.9）、Tom 

Woolnough, “Gold Standard joins France-based group to develop biodiversity certification methodology”（Carbon Pulse, 

2023.9） 
39 The Guardian, “Revealed: more than 90% of rainforest carbon offsets by biggest certifier are worthless, analysis 

shows”（2023.2） 

https://initiatives.weforum.org/financing-for-nature/biodiversitycreditsinitiative
https://www.naturefinance.net/making-change/nature-markets/biodiversity-credit-markets/
https://verra.org/verra-launches-nature-framework/
https://www.planvivo.org/news/plan-vivo-launch-biodiversity-standard
https://www.planvivo.org/news/plan-vivo-launch-biodiversity-standard
https://www.planvivo.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=a7c1bcf0-7602-408b-b93b-907a6e9ba7ad
https://www.goldstandard.org/news/gold-standard-collaborate-with-obc
https://www.goldstandard.org/news/gold-standard-collaborate-with-obc
https://www.goldstandard.org/news/gold-standard-collaborate-with-obc
https://www.goldstandard.org/news/gold-standard-collaborate-with-obc
https://www.theguardian.com/environment/2023/jan/18/revealed-forest-carbon-offsets-biggest-provider-worthless-verra-aoe
https://www.theguardian.com/environment/2023/jan/18/revealed-forest-carbon-offsets-biggest-provider-worthless-verra-aoe
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） 
(４)企業による生物多様性クレジットの活用 

企業による生物多様性クレジットの活

用パターンとしては、以下の 5 つの用途な

どが想定されている≪図表 3≫。 

 

① カーボンクレジットとの併用：生

物多様性にプレミアムをつけてカ

ーボンクレジットを発行する、あ

るいは両者を別々に発行するな

ど、気候と自然の両方に貢献する

統合的アプローチ（後記 4（4）も

参照） 

② バリューチェーン上の生態系サー

ビス改善：事業運営に不可欠な生

態系サービス（例：農産物の生産

に必要な授粉）へのアクセスを確

保・改善するため、バリューチェ

ーン上の自然資本の改善に投資す

る 

③ 自社の影響外の自然資本回復への

貢献：自社がコミットする「自然

状態の改善」を果たすため、自社

事業とは直接関係のない自然資本

回復に資金提供する 

④ 自然資本回復を組み込んだ製品提

供：生物多様性クレジットを通じ

て消費者に自然改善を消費者に提

供する（例：商品購入が特定面積

の草原回復に貢献） 

⑤ 自社の自然資本への影響のオフセ

ット：自社の直接・間接的な自然

資本への影響について、コンプラ

イアンス市場外でオフセットする

（現時点では広く受け入れられて

いない） 

 

これらのうち、特に①〜④は企業の自然

に対するポジティブな貢献として位置付

けられる。一方、⑤のオフセットについて

≪図表 3≫生物多様性クレジットの活用ケース 

 

（出典）国土交通省「グリーンインフラに関する国内外の動向」（2024.5） 

 

動機・目的 ボランタリー コンプライアンス 

貢献 

自社組織やバリューチ

ェーン外での自然改善

の実現 

利用ケース 1 

生物多様性の世界目標

に沿った証拠に基づく

貢献 

 

補償 

自社組織およびバリュ

ーチェーン内での重大

な自然への影響とリス

クへの対処 

 

利用ケース 2 

生物多様性への直接的影響に対する地域的な補償 

利用ケース 3 

サプライチェーンへの組込み 

その他の利用ケース 

カーボンクレジットとのリンクを含むハイブリッドアプローチ 

（出典）IAPB, “Framework for high integrity biodiversity credit markets”

（2024.10）をもとに作成 

 

≪図表 4≫ミティゲーションヒエラルキーの経路 

 

（注）IAPB は「オフセット」ではなく「補償（compensate）」という用語を使

用している。 

（出典）IAPB, “Framework for high integrity biodiversity credit markets”

（2024.10）をもとに作成 

ポジティブ（プラス）

ネガティブ（マイナス）

残存影響

回避

残存影響

最小化

回避

残存影響

影響
再生

最小化

回避

補償（埋合せ）

回避

ネットゲイン
（純増）

ノーネットロス
（正味の損失なし）

再生

最小化

生物多様性
への影響

対応の流れ

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/content/001742313.pdf
https://drive.google.com/file/d/1fY8EfmEfAr7zeL2d59vuZhiuiwc8xQaw/view
https://drive.google.com/file/d/1fY8EfmEfAr7zeL2d59vuZhiuiwc8xQaw/view
https://drive.google.com/file/d/1fY8EfmEfAr7zeL2d59vuZhiuiwc8xQaw/view
https://drive.google.com/file/d/1fY8EfmEfAr7zeL2d59vuZhiuiwc8xQaw/view
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） 
は、「影響の回避・最小化」を優先すべきとの観点や有効性への懐疑から、現状では慎重な見方が主流である

（前掲≪BOX≫も参照）。いずれにせよ、≪図表 4≫に示す「回避→最小化→再生→相殺（補償）」のミティ

ゲーションヒエラルキー（影響の緩和の優先順位）を尊重し、自社の直接的な影響の軽減を優先することが

前提となる。 

 

４．カーボンクレジットとの比較分析 

カーボンクレジットは、温室効果ガス（GHG）排出相当量の削減・吸収・回避を定量化した取引可能な単

位であり、2000 年代初頭から国際的に展開されてきた環境価値取引の代表例である。 

その経済理論的根拠は、「限界削減費用」の差を活用した効率的な資源配分にある。つまり、排出削減コス

トが高い主体（企業や国）が、コストが相対的に低い地域や事業で実現された削減量を購入することで、社

会全体としての総削減コストを最小化できるという考え方である。例えば、先進国の工場での排出削減より

も、途上国での再生可能エネルギー導入の方が同じ CO2削減量あたりのコストが低い場合、後者に投資する

方が経済的に効率的となる。 

主な用途としては、①企業による自主的な排出量相殺（オフセット）、②国や地域の排出量取引制度におけ

る法的義務の履行、③持続可能な開発目標（SDGs）への貢献などがある。 

カーボンクレジットは、気候変動という地球規模の課題に対して、市場メカニズムを通じた効率的な資金

配分と技術革新の促進に一定の役割を果たしてきた。一方で、生物多様性クレジットはこれより新しい概念

であり、後述する「代替不可能性」など、カーボンクレジットとは本質的に異なる特性を持っている。 

 

(１)測定・評価の違いと課題 

カーボンクレジットと生物多様性ク

レジットには、測定単位・地理的範囲・

測定の複雑性・市場成熟度など多くの点

で重要な違いがある≪図表 5≫。 

両者の最も基本的な違いは、測定単位

の標準化の度合いにある40。カーボンク

レジットは「 1 トンの CO2 等価量

（tCO2e）」という共通測定単位で定量化

され、世界のどこで削減・吸収されても

気候変動緩和効果は同等であるため、国

際的に取引可能な「コモディティ」とし

て機能する。 

一方、生物多様性クレジットには共通

尺度が存在せず、測定単位は多様である。

「質的ヘクタール（Qha）（面積と生態学

 
40 これは、両者の発展経緯の違いにも起因している。カーボンクレジットが排出権取引による相殺（オフセット）と技術革

新促進を軸に発展したのに対し、生物多様性クレジットは前記 2（2）のとおり開発による生態系損失の補償を主軸として発

展してきた。 

≪図表 5≫カーボンクレジットと生物多様性クレジットの主な違い 

特徴 カーボンクレジット 生物多様性クレジット 

制度目的 炭素隔離と排出回避 生物多様性保全・回復 

使用目的 
主に相殺（追加的な共便

益を持つことも可能） 
主に貢献（場合によって相殺） 

測定の性質 
CO2 等価量（tCO2e）に

よる定量化 

多様な尺度（質的ヘクタール、種数

など） 

評価対象 
温室効果ガスの排出削

減・吸収量 
種・ハビタット・生態系の健全性 

地理的範囲 
グローバル（場所を問わ

ずに同等性が成立） 

ローカル（地域固有性が重要で、生

態系の代替性確保が困難） 

時間的 

スケール 
長期（25〜100 年が標準） 長期（20～50 年、永続的が理想） 

検証の 

複雑性 
比較的標準化されている 

極めて複雑で多次元的（多様な生態

系指標を長期間追跡する必要） 

取引可能性 高い 非常に低い 

市場成熟度 
比較的成熟（2023 年市場

規模約 9,490 億ドル） 

黎明期（現在約 100 万ドル未満また

は 800 万ドル程度） 

（出典）Anna Scott, “Biodiversity credits are gaining acceptance. Here’s a 

guide for 2025”（TRELLIS, 2025.1）ほかをもとに作成 

https://trellis.net/article/biodiversity-credits-gaining-acceptance-guide-for-2025/
https://trellis.net/article/biodiversity-credits-gaining-acceptance-guide-for-2025/
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的質を掛け合わせた単位）」や41、特定の種の個体数の増加、生態系機能の向上など42、プロジェクトの種類

や生態系の特性に応じて様々な指標が用いられる43。 

生物多様性の影響評価と指標の定量化を専門とするコンサルティング企業である BioInt の調査によれば、

生物多様性クレジットの算定には、プロジェクトごとに平均 4～5 つの指標が使用されている。分析対象と

した 34 の認証スキームで使用される測定指標の総数は 140 に上り、最も多く採用されているのは「種の多

様性（species diversity：種数と各種分布の均等度の組合せ」（35%）で、次いで「種の質的豊かさ（species 

richness：特定地域内に存在する単純な種数）」（24%）、「種の個体数」「生態系機能」「生態系構造」（各 18%）

となっている。測定手法としては衛星データを用いた手法が最も一般的（50%）で、次いで人力調査（32%）、

生物音響学（29%）、二次データやリモートセンシング、画像解析（各 26%）などが利用されている44。また、

IPBES の分析によれば、経済価値換算の前段となる自然の価値を可視化するための評価手法も 50 以上が存

在し、①自然に基づく評価（生態学的特性の測定）、②表明に基づく評価（科学的知見や人々の認識）、③行

動に基づく評価（選好や意思決定の観察）、④統合評価―と 4 つの手法群に大別される45。 

これは、生物多様性そのものが複雑で多面的な性質を持つことを反映している。生物多様性は本質的に場

所固有のものであり、ある地域の生態系を他の場所の生態系で「置き換える」ことはできない。このため地

域ごとに異なる価値を持ち、カーボンクレジットと比較して代替可能性が著しく低い46。 

こうした根本的な性質の違いが、生物多様性クレジットのグローバルな標準化と市場形成を困難にしてい

る要因のひとつである。IAPB などの国際機関は、完全な標準化よりも、各地域の特性を尊重しつつも最低

限の質を担保するための高インテグリティ原則や枠組みの構築に注力している。 

 

(２)時間的・地理的スケールの相違 

また、カーボンクレジットプロジェクトでは、炭素貯留が維持されるべき永続性（カーボンクレジットの

文脈では、生物多様性クレジットにおける長期持続性（durability）ではなく permanence を使用すること

が一般的である）の期間が重要な考慮事項となる。森林や土壌などの吸収型プロジェクトにおいて、高品質

なカーボンクレジットでは永続性期間として 100 年を基準としている47。これは、大気中に排出された CO2

の一部が数百年以上にわたって影響を及ぼすという科学的知見と、実務上の実現可能性との妥協点として設

定されたものである48。 

一方、生物多様性クレジットも長期的なコミットメントが必要であるが、生態系の回復や種の保全にはよ

 
41 Verra, “SD VISta: SDVM002 Nature Framework Version 1.0”（2024.10）、Verra, “Nature Framework”（2024.10） 
42 AFP, “Can biodiversity credits unlock billions for nature?”（France 24, 2024.10） 
43 すなわち、少なくとも①ハビタットベース（保全・再生された土地面積に基づく）、②種ベース（種の絶滅リスクの低減や

絶滅危惧種の再生に注目）、③生態系の健全性、という 3 つの異なるタイプの評価基準が存在する（Roy Manuell, 

“FEATURE: Biodiversity crediting to imminently face up to the challenges of bundling and stacking with carbon”

（Carbon Pulse, 2023.7））。 
44 Joshua Berger, “Navigating Biodiversity Credits: Analyzing Methodologies, Metrics, and Practical Insights”

（2024.10） 
45 IPBES, “Methodological assessment of the diverse values and valuation of nature of the Intergovernmental Science-

Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services”（2022.4）、IPBES, “Media Release: IPBES Values Assessment - 

Decisions Based on Narrow Set of Market Values of Nature Underpin the Global Biodiversity Crisis”（2022.7）、

IPBES、環境省（訳）「IPBES 自然の多様な価値と価値評価の方法論に関する評価報告書 政策決定者向け要約」（2023.3） 
46 この点について、環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省「ネイチャーポジティブ経済移行戦略～自然資本に立脚

した企業価値の創造～」（2024.3）も「各場所の自然資本は唯一無二であるため、ある場所における影響を他の場所の回復等

で真に相殺することはできない」と述べている。 
47 CarbonBetter, “Permanence Considerations When Buying Carbon Credits”（2023.3）、Grégoire Guirauden, 

“Understanding the Role of Permanence in Voluntary Carbon Markets”（2025.3） 
48 Derik Broekhof et al., “Securing Climate Benefit: A Guide to Using Carbon Credits (Second Edition)”（2025.2） 

https://verra.org/wp-content/uploads/2024/10/SD-VISta-Nature-Framework-v1.0.pdf
https://verra.org/wp-content/uploads/2024/10/Nature-Framework-Flyer.pdf
https://www.france24.com/en/live-news/20241015-can-biodiversity-credits-unlock-billions-for-nature
https://carbon-pulse.com/212820/
https://carbon-pulse.com/212820/
https://carbon-pulse.com/212820/
https://media.licdn.com/dms/document/media/v2/D4E1FAQEDtEedv4i9lg/feedshare-document-pdf-analyzed/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1730387112823?e=1745452800&v=beta&t=3DoF9nLmtTXXbMJ0ujwqzLWXEjYkPEsPwcpYeiXOFbo
https://media.licdn.com/dms/document/media/v2/D4E1FAQEDtEedv4i9lg/feedshare-document-pdf-analyzed/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1730387112823?e=1745452800&v=beta&t=3DoF9nLmtTXXbMJ0ujwqzLWXEjYkPEsPwcpYeiXOFbo
https://zenodo.org/records/7687931/files/2022%20IPBES_ASSESSMENT%20ON%20VALUES_DIGITAL_27022023.pdf?download=1
https://zenodo.org/records/7687931/files/2022%20IPBES_ASSESSMENT%20ON%20VALUES_DIGITAL_27022023.pdf?download=1
https://www.ipbes.net/media_release/Values_Assessment_Published
https://www.ipbes.net/media_release/Values_Assessment_Published
https://www.iges.or.jp/en/publication_documents/pub/translation/en/12760/JP_SPM_VALUES_230302_fin_h.pdf
https://www.env.go.jp/content/000213092.pdf
https://www.env.go.jp/content/000213092.pdf
https://carbonbetter.com/story/carbon-credit-permanence/
https://www.riverse.io/blog/understanding-the-role-of-permanence-in-voluntary-carbon-markets
https://www.riverse.io/blog/understanding-the-role-of-permanence-in-voluntary-carbon-markets
https://offsetguide.org/wp-content/uploads/2025/02/carboncreditguide_013125.pdf
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り複雑で多角的な取組みが求められる。例えばイギリスの生物多様性ネットゲイン制度では最低 30 年間の

管理・モニタリングが義務付けられているものの、多くの生物多様性クレジット制度では実質的に永続的な

保全が理想とされる。生物多様性の場合、その複雑性と地域固有性から科学的根拠に基づく明確な期間設定

自体が難しいという根本的な課題がある。 

つまり、両者の違いは、カーボンクレジットが比較的明確な測定基準と期間設定を持ち、科学的根拠（CO2

の大気滞留時間）と実務のバランスで永続性期間が定められているのに対し、生物多様性クレジットは生態

系の本来的性質に対応するため、より柔軟かつ継続的な保全手法が必要な点にあると言えよう。 

さらに、繰り返しになるが、カーボンクレジットはグローバルな効果を持つため、世界のどこで排出削減・

吸収が行われても同等の価値を持つ。これにより、世界規模での最適化（コスト効率の高い地域での削減）

が可能となる。一方、生物多様性クレジットは地域性が極めて重要である。特定の生態系や種は特定の地域

にしか存在せず、遠隔地での保全活動はその価値を代替できない。このため、生物多様性クレジットは原則

として同一生態系圏内または近接地域での取引に限定される傾向にある。 

 

(３)市場構造・成熟度・価格の比較 

カーボンクレジット市場は比較的成熟しており、ロンドン証券取引所によれば 2023 年の世界市場規模は

約 9,490 億ドルに達する49。取引の仕組みも確立され、価格形成メカニズムも機能している。 

一方、生物多様性クレジット市場はまだ黎明期にあり、一部の国・地域において民間または政府主導での

立ち上げが始まっている段階である。BloombergNEF の推計では世界市場規模は 100 万ドル以下に留まる

50。また、気候変動・自然資本に特化した国際的な投資・アドバイザリー企業の Pollination は、世界におけ

るボランタリー生物多様性クレジットの累計販売額が 32 万 5000 ドルから 185 万ドル相当と推定し51、WEF

は市場規模を 800 万ドルと見積もる。しかし、市場の成長ポテンシャルは大きく、WEF の予測によれば、

効果的な政策導入が進む「効果的発展シナリオ」では 2030 年に 20 億ドル、2050 年に 690 億ドル規模の市

場に成長する可能性がある52。Meticulous Research も 2025 年 4 月に、生物多様性・自然資本クレジット市

場は 2025 年から 2032 年にかけて年平均成長率 26.1%で拡大し、2032 年には 375 億ドル規模に達するとの

予測を公表した53。 

取引事例は限られるが、現在の生物多様性クレジットの価格は、カーボンクレジットよりも広範囲に分布

している。生物多様性クレジットの測定単位は多様であるため、1 クレジットが表す環境価値も様々である

ものの、現在の市場では一般的に 1 クレジットあたり 2 ドルから 700 ドルと幅広い価格帯で取引されてお

り、クレジットのタイプや地域、生態系の希少性、プロジェクトの特性などによって価格が大きく異なる。

特に先住民や地域コミュニティが関与するプロジェクトには高いプレミアム（15%から 300%）が付くこと

がある54。 

 

 

 
49 Daniel Klier, “Comment: It’s time for regulation to determine the future of carbon markets”（Reuters, 2024.10） 
50 BloombergNEF, “Biodiversity Finance: Factbook Biodiversity COP16 Edition”（2024.10） 
51 Pollination, “State of Voluntary Biodiversity Credit Markets: Current Supply & Demand Dynamics”（2024.9） 
52 前掲注 25 
53 Meticulous Research, “Biodiversity and Natural Capital Credit Market Size, Share, Forecast, & Trends Analysis by 

Type (Biodiversity {Habitat Conservation, Restoration}, Natural Capital {Carbon Sequestration}, Hybrid/Bundled Credits 

{Ecosystem Service Packages}), and Geography - Global Forecast to 2032”（2025.4） 
54 前掲注 51 

https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/comment-its-time-regulation-determine-future-carbon-markets-2024-10-03/?utm_source=chatgpt.com
https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/Biodiversity-Finance-Factbook_COP16.pdf
https://pollinationgroup.com/wp-content/uploads/2024/09/BiodiversityCreditMarkets_2024-FINAL.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_2023_Biodiversity_Credits_Demand_Analysis_and_Market_Outlook.pdf
https://www.meticulousresearch.com/product/biodiversity-and-natural-capital-credit-market-6154
https://www.meticulousresearch.com/product/biodiversity-and-natural-capital-credit-market-6154
https://www.meticulousresearch.com/product/biodiversity-and-natural-capital-credit-market-6154
https://pollinationgroup.com/wp-content/uploads/2024/09/BiodiversityCreditMarkets_2024-FINAL.pdf
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(４)カーボンと生物多様性の統合的アプローチ 

カーボンクレジットと生物多様性クレジットには様々な違いがある一方で、気候変動と生物多様性喪失と

いう 2 つの環境危機に対する解決策として、両者の統合的アプローチも進みつつある。2021 年から 2023 年

の間に設立されたボランタリーカーボン市場の約 80%が自然ベースの目標を含んでおり、パリ協定 6 条 4 項

の国際カーボン市場メカニズムにも生物多様性への配慮が組み込まれている55。 

同一の保全活動から異なる環境価値を評価・取引する手法には、主に「スタッキング」と「バンドリング」

が存在する。スタッキングは、同一の土地や活動から複数の環境クレジット（例：カーボンクレジットと生

物多様性クレジット）を生成し、それぞれを別々に販売する方式である。一方、バンドリングは、複数の生

態系サービスを単一のクレジットまたは取引として、単一の購入者に販売する方式である。 

企業による生物多様性クレジット活用方法として、特に「カーボンクレジットとの併用」は実務的な重要

性を持っている。これには生物多様性価値を考慮した「プレミアム付きカーボンクレジット」の形態や、両

タイプのクレジットを並行して扱う方法などが含まれる56。KPMG の調査によれば、企業が生物多様性に投

資する主な動機として「先行者利益」が指摘されているが、現状では多くの企業は、気候変動対策であると

同時に生物多様性のコベネフィットを伴うカーボンクレジットへの投資を優先する傾向にある57。 

ただ、生態系クレジットの「ダブルカウンティング」や「ダブルディッピング」（同一の環境成果を二重に

販売すること）のリスクが指摘されている58。カーボンと生物多様性をひとつの商品としてパッケージ化す

ると、購入者が同一の環境便益に重複して支払いを行う可能性があり、市場の健全性に影響を与えかねない

という問題がある59。 

 

５．生物多様性クレジットの課題と展望 

(１)推進の根拠と期待される効果 

生物多様性クレジットを推進する立場からは、以下のような利点が期待されている。 

第一に、生物多様性保全への資金流入の拡大である。年間約 7,000 億ドルの資金ギャップを埋めるには民

間資金の動員が不可欠であり、生物多様性クレジットはそのための新たなメカニズムとなり得る。 

第二に、企業の自然保全への積極的関与の促進である。生物多様性クレジットは企業のネイチャーポジテ

ィブ戦略実現の具体的なツールとなり得る。 

第三に、先住民・地域コミュニティへの利益還元手段となり得る。適切に設計された生物多様性クレジッ

トスキームは、土地の伝統的管理者に経済的利益をもたらす可能性がある。 

第四に、測定・追跡可能な保全成果の実現である。これにより、保全活動の透明性と説明責任が高まり、

企業や投資家は自然保全への貢献を定量的に示せる可能性がある60。 

 

 
55 Charles Di Leva et al., “Paris Article 6 and Converging Carbon and Nature Markets”（IISD, 2025.3） 
56 前掲注 24 
57 Giada Ferraglioni, “Companies seek the ‘early mover advantage’ when investing in biodiversity, KPMG says”（Carbon 

Pulse, 2024.6） 
58 Julia McCarthy et al., “Beetles in a Pay Stack: Stacking and Bundling in Biodiversity Credit Markets”

（Environmental Policy Innovation Center, 2024.4）ほか 
59 Nooshin Torabi et al., “Bundling and stacking in bio-sequestration schemes: Opportunities and risks identified by 

Australian stakeholders” Ecosystem Services Volume 15（2015.10）ほか 
60 Cherie Gray et al., “How biodiversity credits can deliver benefits for business, nature and local communities”（WEF, 

2022.12）、Zach St. George, “Pricing Nature: Can ‘Biodiversity Credits’ Propel Global Conservation?”

（YaleEnvironment360, 2023.4）ほか 

https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/paris-article-6-and-converging-carbon-and-nature-markers/
https://www.biodiversitycreditalliance.org/faqs/
https://carbon-pulse.com/292934/
https://carbon-pulse.com/292934/
https://www.policyinnovation.org/blog/beetles-in-a-pay-stack
https://www.policyinnovation.org/blog/beetles-in-a-pay-stack
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212041615300206
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212041615300206
https://www.weforum.org/stories/2022/12/biodiversity-credits-nature-cop15/
https://www.weforum.org/stories/2022/12/biodiversity-credits-nature-cop15/
https://e360.yale.edu/features/biodiversity-credits
https://e360.yale.edu/features/biodiversity-credits
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） 
(２)懸念点と批判的視点 

一方、生物多様性クレジット（およびオフセット）に対しては以下のような批判や懸念も存在する。 

 

○ 価値の商品化と哲学的問題：生物多様性を「商品」として扱うことで、本来的測定不可能な自然の価

値を単純化・矮小化するという批判がある61。また、企業が自社の事業活動による環境影響への根本的

対応なしに、単に生物多様性クレジットの購入だけで環境責任を果たしていると誤認させるようなアピ

ールを行う、グリーンウォッシュのリスクも指摘されている。 

○ 制度的・実務的課題：規制回避や根本問題解決の先送り62、先住民・地域コミュニティの権利への影響

63、オフセット用地の不足64など、多くの制度的・実務的課題がある65。 

○ 市場メカニズムの非効率性：仲介者や取引コストによる資金の漏出66、より効果的な直接支払いモデ

ルとの比較劣位67、長期的保全の持続性の懸念68などが指摘されている。また代替的アプローチとして、

自然・生物多様性に有害な補助金（年間 1.7 兆から 3.2 兆ドルと推計69）の改革・転用や直接的な環境規

制、先住民の権利認定などがより優位であるとの見方もある70。 

 

 
61 例えば COP16 に先立ち 270 以上の組織が連名で「自然に値段をつける」ことへの倫理的問題を指摘する声明を発表し

た。この声明では、「生態系機能の金銭的評価や生物多様性市場の創設による自然の商品化は、自然を商品としてではなく、

母なるものとして理解する多くの先住民族やその他のコミュニティの世界観と根本的に対立している」と指摘されている

（biodmarketwatch.info, “Civil society statement on biodiversity offsets and credits”（2024.10））。 
62 厳格な環境規制の代わりに市場メカニズムに依存することで、開発に伴う自然破壊を容易に「相殺」できるようになり、

むしろ自然破壊を促進してしまう可能性がある。イギリスやオーストラリアでの制度では、開発による自然破壊の安易な許可

の口実になっているとの批判も出ている。 
63 生物多様性クレジットプロジェクトの実施により、先住民や地域コミュニティの土地へのアクセスや利用権が制限される

リスクが指摘されている。また、外部の主体が主導するプロジェクトが地域の意思決定や伝統的慣行を尊重しないケースも報

告されている。 
64 例えばインドネシア東カリマンタン地域では、鉱業とアブラヤシのプランテーション拡大だけで 6,311km²の森林消失が予

測され、オフセット係数を 2 として計算すると 12,622km²の修復地が必要になるケースが報告されている。 
65 Fernanda Rojas-Marchini et al., “Biodiversity offsets and credits: Key aspects that make them problematic for 

protecting biodiversity” Briefing Paper（TWN, 2024.3）、Zach St. George, “Pricing Nature: Can ‘Biodiversity Credits’ 

Propel Global Conservation?”（YaleEnvironment360, 2023.4）ほか 
66 生物多様性クレジット市場では、プロジェクト開発者・認証機関・仲介事業者・コンサルタントなど多くの中間事業者が

存在し、「多くの場合、プロジェクト予算の半分もの資金が、地上で保全活動を実施する主体やプログラムではなく、取引コ

ストや仲介者に費やされている」との指摘がある（Byron Swift, “Why biodiversity credits cannot work (commentary) ”

（Mongabay, 2024.10））。 
67 生物多様性保全に関心を持つ支援者や投資家が、クレジット市場を経由せずに保全プロジェクトに直接投資することで中

間コストを削減し、より透明で効果的な成果を得られる可能性がある。特に先住民コミュニティに対する直接的な資金提供は

効果が高いとされるが、実際には先住民や地域コミュニティに対して意図された資金のうち、実際に彼らに届いているのはわ

ずか 17%に過ぎないという研究結果もある（Ligia Baracat et al., “Climate and biodiversity finance: exploring the vital 

role of direct funding to indigenous peoples”（Forest Governance and Legality, 2023.11）、Rainforest Foundation Norway 

& Rights and Resources Initiative, “Funding with Purpose: A Study to Inform Donor Support For Indigenous and Local 

Community Rights, Climate, and Conservation”（2022.9））。他方でカンボジアの鳥の巣保護プログラムなど、生物多様性

損失の直接的な原因をターゲットにした条件付き支払いは、特に費用対効果が高いことが示されている。こうしたプログラム

では、全コストの 71〜78%が直接地域住民に支払われ、保全成果と地域の発展の両方に貢献している（Tom Clements et al., 

“An evaluation of the effectiveness of a direct payment for biodiversity conservation: The Bird Nest Protection Program 

in the Northern Plains of Cambodia” Biological Conservation Volume 157（2013.1））。 
68 市場ベースの生物多様性クレジットは通常 20〜30 年間の資金提供を保証するだけである一方、生物多様性保全は永続的に

行われる必要がある。政府や非営利組織による直接的な保全プログラムは、永続的な保護区の設定や先住民の土地権確保な

ど、より持続可能な保全メカニズムを目指す傾向がある（Byron Swift, “Why biodiversity credits cannot work 

(commentary) ”（Mongabay, 2024.10））。 
69 Victoria Reyes-García et al., “The costs of subsidies and externalities of economic activities driving nature decline”

（Springer Nature, 2025.2） 
70 Campaign for Nature, “Funding Nature: The Essential Role of Governments and the Illusion of Biodiversity Credits”

（2024.1） 

https://www.twn.my/announcement/statements/Civil_society_statement_on_biodiversity_offsets_and_credits_EN_Oct2024_FINAL.pdf
https://www.twn.my/title2/briefing_papers/twn/Biodiversity%20offsets%20TWNBP%20Mar%202024%20Rojas.pdf
https://www.twn.my/title2/briefing_papers/twn/Biodiversity%20offsets%20TWNBP%20Mar%202024%20Rojas.pdf
https://e360.yale.edu/features/biodiversity-credits
https://e360.yale.edu/features/biodiversity-credits
https://news.mongabay.com/2024/10/why-biodiversity-credits-cannot-work-commentary/
https://news.mongabay.com/2024/10/why-biodiversity-credits-cannot-work-commentary/
https://forestgovernance.chathamhouse.org/publications/climate-and-biodiversity-finance-exploring-the-vital-role-of-direct-funding-to-indigenous-peoples
https://forestgovernance.chathamhouse.org/publications/climate-and-biodiversity-finance-exploring-the-vital-role-of-direct-funding-to-indigenous-peoples
https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/FundingWithPurpose_v7_compressed.pdf
https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/FundingWithPurpose_v7_compressed.pdf
https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/FundingWithPurpose_v7_compressed.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320712003400
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320712003400
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320712003400
https://news.mongabay.com/2024/10/why-biodiversity-credits-cannot-work-commentary/
https://news.mongabay.com/2024/10/why-biodiversity-credits-cannot-work-commentary/
https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-025-02147-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-025-02147-3
https://www.campaignfornature.org/funding-nature-essential-public-finance
https://www.campaignfornature.org/funding-nature-essential-public-finance
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） 
これらの批判は、生物多様性クレジットが自然保全という本来の目的を逸脱し、むしろ問題を悪化させる

可能性をも示唆している。その重要性に鑑み、より詳細かつ体系的な批判点を本稿末の≪参考図表≫に整理

した。 

 

(３)高インテグリティ生物多様性クレジットの条件と今後の課題 

それでも、生物多様性保全という喫緊の課題に対しあらゆる手段を動員することが求められる中、生物多

様性クレジットも適切に設計・運用されれば有効なツールとなり得る。その概念自体を完全に否定するので

はなく、より効果的な保全を実現するための制度設計や、他のアプローチとの最適な組合せを検討すること

が先決であろう。特に、規制的枠組みや直接的保全措置を基盤としつつ、市場メカニズムを補完的に活用す

るバランスの取れたアプローチが重要と考えられる。また、中間コストを最小化し、透明性を最大化するた

めの市場設計の改善、地域コミュニティへの公正な利益配分の確保など、実務的な改善点に注力することで、

批判点を克服しながら生物多様性クレジットの潜在的な利点を最大化できる可能性がある。いずれにせよ、

生物多様性クレジットが真に生物多様性保全に貢献するためには、高いインテグリティを持つ制度設計が不

可欠である。 

こうした認識のもと、前述の IAPB は 2024 年 10 月の COP16 で「高インテグリティな生物多様性クレジ

ット市場フレームワーク」を公表した。このフレームワークは、BCA その他の国際機関と協力して策定され

たもので、生物多様性クレジット市場の信頼性・透明性・実効性を確保するための国際的な指針として大き

な注目を集めている。フレームワークでは、自然保全の実効性と社会的公正性を確保するとともに、市場の

信頼性と持続可能性を高める具体的な条件として、3 つの柱と 7 つのサブテーマ、そして 21 のハイレベル原

則（HLP）が示されている≪図表 6≫。 

「自然にとっての検証された成果」の柱では、生物多様性への実際の貢献を科学的に評価・検証すること

を重視し、「追加性」や「長期持続性」の原則が強調されている。「人々にとっての公平性と公正性」の柱で

は、先住民や地域コミュニティの権利尊重と FPIC（自由意思による事前の情報に基づく同意）取得が重視

されている。「市場のための優れたガバナンス」の柱では、透明性と信頼性を確保するための仕組みが示され

ている。 
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） 
≪図表 6≫IAPBによる高インテグリティな生物多様性クレジット市場に向けた原則 

1.自然にとっての検証された成果 2.人々にとっての公平性と公正性 3.市場のための優れたガバナンス 

すべてのクレジットが確実に堅固な成

果を提供するための厳格な測定・評価・

検証の実施 

「危害を与えない」原則に基づき、意義

ある公平な便益を生み出し、先住民や

地域コミュニティの権利を尊重し、市

場参加を促進・支援し、システム内での

リーダーシップと所有権を確保 

システム全体でのマクロレベルおよび

プロジェクトレベルでの透明で健全な

ガバナンスの実施 

ライフサイクル 権利 透明性 

すべてのプロジェクトタイプと生態系

にわたって、プロジェクトサイクルの

全段階で高いインテグリティが維持さ

れなければならない 

生物多様性クレジットプロジェクト

は、関係するすべての人々の権利を尊

重しなければならない 

生物多様性クレジットの購入と使用に

関する透明な取決めが整備されるべき 

HLP 1：生物多様性目標と活動タイプの

定義 

HLP 11：法的・慣習的土地・水利権 HLP 18：透明なガバナンス構造 

HLP 2：需要のインテグリティとミティ

ゲーションヒエラルキー 

HLP 12：人権と先住民族の権利の尊重 

― 
HLP 3：クレジットの発行と追跡 HLP 13：自由意思による事前の同意 

HLP 4：事前・事後クレジット ― 

基準 包摂と報酬 説明責任 

生物多様性クレジットプロジェクト

は、自然のための測定可能な長期的利

益をもたらすべき 

プロジェクトは包摂的でなければなら

ず、地域の自然の管理者を含む様々な

関係者を支援し公平な利益配分を確保 

すべての関係者は、生物多様性クレジ

ットに関連する行動・決定・主張に説明

責任を負うべき 

HLP 5：追加性 HLP 14：先住民族と地域コミュニティ

のガバナンスへの参画 

HLP 19：データ主権 

HLP 6：ベースライン HLP 15：危害の回避 HLP 20：枠組みとの整合性 

HLP 7：長期持続性 HLP 16：利益の共有 HLP 21：取引可能性 

HLP 8：リーケージ HLP 17：苦情処理メカニズム 

検証 

プロジェクト評価の高いインテグリテ

ィと信頼性を確保するために、プロジ

ェクトレベルでの独立した保証・検証・

確認が必要 

HLP 9：モニタリング・報告・検証 

HLP 10：第三者監査 

（注）これらの原則は IAPB と BCA および WEF が共同で策定した。 

（出典）IAPB, “Framework for high integrity biodiversity credit markets”（2024.10）をもとに作成 

 

また、生物多様性クレジットプロジェクトの実施においては、プロジェクト全体のライフサイクルを通じ

て適切なガバナンスとステークホルダーの参画が重要となる。特に先住民族や地域コミュニティとの継続的

な対話と利益共有は、プロジェクトの持続可能性と社会的受容性を高める上で不可欠の要素である≪図表 7

≫。 

https://drive.google.com/file/d/1fY8EfmEfAr7zeL2d59vuZhiuiwc8xQaw/view
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ライフサイクルにおいて特に重要なのは、

プロジェクトの開始から終了まで一貫して

先住民や地域コミュニティが関与すること

（ステップ 1）、定期的な第三者検証によって

成果を検証すること（ステップ 7a）、そして

検証された成果に基づいてのみクレジット

の販売と成果の主張が行われること（ステッ

プ 8）である。これらのプロセスを通じて、

生物多様性クレジットの信頼性と透明性の

確保が期待される。 

こうした高インテグリティの条件は、生物

多様性クレジットが単なる金融商品ではな

く、真に持続可能な自然保全のツールとなる

ための基盤を提供するものである。ただし、

自然・生物多様性の非代替性という根源的な

課題は解決し得ないため、カーボンクレジッ

トのような標準化された市場流通の実現性

は今後も未知数であり、たとえ高品質であっ

てもグリーンウォッシュと扱われるリスク

が残存することは考えられる。 

 

(４)TNFDの動向と今後の展望 

2024 年 10 月に TNFD が公表した「自然移行計画に関する市中協議文書」では、生物多様性クレジット市

場の出現が「［KM-］GBF で設定された 2030 年までの資源動員目標の達成と、年間 7,000 億ドルと推定さ

れる世界の生物多様性資金ギャップの解消に控えめながら貢献する可能性がある」と言及されており、本文

書の最終版に、生物多様性クレジットの役割に係るガイダンスを盛り込む可能性にも触れている71。TNFD

は企業や金融機関の自然関連情報開示の国際フレームワークとして重要性を増しており、その中で生物多様

性クレジットがどのように位置付けられるかは、今後の市場発展に大きな影響を与えるとみられる。企業の

自然との関係性の開示と具体的な行動計画の策定において、統合的なクレジットアプローチがどのような役

割を果たすかが今後の重要な検討課題となるであろう。 

 

６．小括（生物多様性クレジットの基本概念と国際潮流） 

生物多様性クレジットは、カーボンクレジットに次ぐ新たな環境価値取引として国際的に注目を集めてい

る。2030 年までに年間 2,000 億ドルの資金を生物多様性保全に動員するという国際目標の達成に向け、民間

資金を効果的に活用する手段として期待されている。 

2025 年 2 月にローマで開催された COP16 再開会合では、KM-GBF 実施の進捗を測定・評価するための

モニタリング枠組みが決定され、多数の指標の設定により各国の生物多様性政策の効果測定基盤が整備され

た。また資源動員戦略フェーズ II（2025-2030）も採択され、生物多様性クレジット等の「革新的スキーム」

 
71 TNFD, “Discussion paper on Nature transition plans”（2024.10） 

≪図表 7≫生物多様性クレジットプロジェクトのライフサイクル 

 

（注）クレジットの償却とは、当該クレジットの購入企業によって生物多様

性上の便益が主張（行使）されたことを意味する。 

（出典）IAPB, “Framework for high integrity biodiversity credit markets”

（2024.10）をもとに作成 

2
1 3

4

10

生物多様性
クレジットプロジェクト
のライフサイクル 5

9
6

8 7

ステップ7a：定期的な第三者検証

ステップ6：プロジェクトの実施

ステップ1：先住民族や地域
コミュニティとのエンゲージ
メント（プロジェクト全体を
通して継続）

ステップ 4: 検証とプロジェク
ト登録

ステップ3：プロジェクト設計ステップ2：実現可能性評価

ステップ7b：検証済み成果の認証

ステップ9：先住民族や地域コ
ミュニティを含む、現地の保全活
動に携わる人々との利益／便益
の共有（プロジェクトの全ライフ
サイクルを通じて実施）

ステップ10：生物多様性
クレジットの償却

ステップ5（該当する場合）：ク
レジットの事前売却
この段階での成果主張は認め
られない

ステップ8：クレジットの事後販売
検証済みの成果についてのみ成果を
主張可能

https://tnfd.global/wp-content/uploads/2024/10/Discussion-paper-on-nature-transition-plans.pdf?v=1729942723
https://drive.google.com/file/d/1fY8EfmEfAr7zeL2d59vuZhiuiwc8xQaw/view
https://drive.google.com/file/d/1fY8EfmEfAr7zeL2d59vuZhiuiwc8xQaw/view
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としての位置付けを踏襲しつつ、民間資金を含む多様な資金源からの資金動員方法が具体化された72。こう

した測定・評価の標準化と資金メカニズムの明確化は、生物多様性クレジット市場の発展にとっても重要な

推進要因となり得る。 

一方で、測定単位の標準化の難しさ、地域固有性による取引の制約、長期的コミットメントの必要性、測

定・評価の複雑性などの課題も抱えている。また、生物多様性の商品化や単純化、グリーンウォッシング、

規制回避の助長などの批判も根強い。 

生物多様性クレジットが真に生物多様性保全に貢献するためには、科学的根拠に基づく評価手法の確立、

先住民・地域コミュニティの権利の尊重、長期的な保全コミットメントの担保など、健全性の高い制度設計

が不可欠である。近年はカーボンと生物多様性の統合的アプローチも進みつつあるが、両者の根本的な違い

を認識したうえでの慎重な制度設計が求められる。さらにはこうした国際的な規範形成と並行して、各国・

地域の生態系や社会経済的文脈に適合した具体的な実装が今後の課題となるであろう。市場メカニズムの強

みを活かしつつも、自然保全という本来の目的から逸脱しないよう、バランスの取れた発展が期待される。 

次稿では、世界各国における生物多様性クレジットの市場動向や制度事例、先進的な取組み等についてよ

り詳細に取り上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 外務省「生物多様性条約第 16 回締約国会議等（結果概要）」（2025.3）、Jesse Chase-Lubitz, “Circus minimus: What 

happened at COP16 2.0 in Rome”（Devex, 2025.2）、CBD, “Resource mobilization and financial mechanism”（2025.2） 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/pagew_000001_01063.html
https://www.devex.com/news/circus-minimus-what-happened-at-cop16-2-0-in-rome-109535
https://www.devex.com/news/circus-minimus-what-happened-at-cop16-2-0-in-rome-109535
https://www.cbd.int/doc/c/1680/7842/77691d12e0dce395ff93df8d/cop-16-l-34-rev2-en.pdf
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） 
≪参考図表≫生物多様性クレジットの課題と批判的視点：体系的整理 

先住民団体・環境 NGO・研究者などは、生物多様性の複雑な価値が経済的枠組みに還元できないという根本的懸念と、カーボ

ン市場ですでに顕在化している実施上の問題点を指摘し、生物多様性クレジット制度の有効性に疑問を投げかけている。 

課題 具体的問題点 

1. 測定・評価の根本的問題 

 

定量化の困難さ 

・生物多様性は複雑で多次元的であり、単一指標での定量化が本質的に不可能 

・「測定されないものは補償されない」という原則により、重要な生態系の価値が見落とされる危険性 

・生態系の相互作用や地域固有性を単純な数値に還元することの限界 

同等性の欠如 

・場所によって生物多様性の価値や意味が大きく異なり、地域間での単純な置換が不適切 

・「質的ヘクタール」等の測定単位では、生態系の文脈固有の価値を適切に反映できない 

・「同等」とされる交換が、実際には取り返しのつかない生態系損失をもたらす危険性 

ベースライン 

操作リスク 

・資金獲得のための意図的なベースライン引き下げという誘因が生じる 

・転位（シフティング）ベースライン症候群（注）により、健全な生態系状態が不正確に反映される問題 

2. システム設計・実施上の問題 

 

ミティゲーション
ヒエラルキーの 

軽視 

・回避・最小化よりも安易に相殺に進む傾向がある 

・企業にとって環境損害の回避よりも補償支払いの方が容易で安価なため、根本的な問題解決が進ま
ない 

追加性・長期持続
性の保証困難 

・保全成果の追加性（対策がなければ起こらなかったこと）を証明することの困難さ 

・気候変動や将来の開発圧力に対する長期的な保全効果を保証することの困難さ 

・オーストラリアの自然修復市場等では、長期持続性が考慮対象外となっている 

効果に関する 

エビデンス不足 

・研究によれば、生物多様性オフセットの約 3 分の 2 が「ノーネットロス」目標を達成できていない 

・監視・評価不足により、実際の保全成果を検証することが困難 

・約束された利益が実現されないまま、生態系破壊が進行している事例が多い 

実施の非現実性 
・予測される開発速度に対して、利用可能なオフセット用地が不足している 

・インドネシア東カリマンタン地域では、6,311km²の森林消失に対して倍の面積の修復地が必要 

3. 社会的・倫理的問題 

 

自然の商品化と 

価値還元 

・自然の本質的・文化的価値が経済的価値へと還元されてしまう問題 

・先住民の「自然は母なるもの」という世界観と市場原理に基づく商品化との根本的対立 

・生命と生態系を取引可能な数字に貶めることへの倫理的懸念 

権力の不均衡と 

不公正な利益配分 

・先進国企業が開発を継続しながら、途上国の安価なクレジットで相殺するという構造的不均衡 

・開発者や金融仲介者が利益の大部分を獲得し、地域コミュニティへの配分が限定的 

・資源への公平なアクセスが保証されない仕組み 

先住民の権利侵害 

・土地収奪や地域コミュニティの強制移転リスクが高まる 

・事前の自由なインフォームドコンセント（FPIC）が適切に実施されない問題 

・伝統的知識システムが弱体化する懸念 

グリーン 

ウォッシュ 

・企業が根本的な変化を行わず、単にクレジット購入のみで対応する問題 

・「追加的貢献」とされるクレジットも、最終的にはオフセットとして使用される可能性が高い 

・非オフセット目的の購入も、多くはグリーンウォッシュが目的となっている 

4. ガバナンスと市場の問題 

 

ガバナンスの弱さ 

・人権・環境法に基づく効果的な規制が欠如している 

・監視・評価・検証のためのコスト負担が大きく、逆インセンティブが働く 

・カーボン市場で問題を起こした機関が関与することへの懸念 

透明性の欠如 

・不透明な市場構造と高い取引コストが障壁となっている 

・公的な国家登録簿や信頼できるデータベースが欠如している 

・幅広いステークホルダーの意思決定プロセスへの参加が制限されている 

市場の流動性と 

実行可能性 

・生物多様性の多様性自体が市場の流動性を阻害する要因となっている 

・収益の不安定性と予測不能性により、持続可能な保全活動の資金源として不十分 

・主要企業による購入関心が確認されておらず、市場の発展性に疑問 

5. 代替的アプローチとの比較 

 

公的資金と規制の
優位性 

・有害補助金（年間 1.7 兆ドル）の改革・転用の方がより効果的である 

・直接的な環境規制と執行が、市場メカニズムよりも優位性を示している 

・公的資金（助成金形式）による支援の方が安定的な保全を実現できる 

地域主導の保全 

アプローチ 

・先住民の権利・領域の法的認定が効果的な保全につながっている 

・中間事業者なしの直接的な資金提供メカニズムの方が効率的 

・非市場ベースの真の解決策の可能性を探求すべき 

（注）生態系の劣化が徐々に進む中で、その時々の劣化した状態を「正常」と認識してしまい、本来の健全な状態の基準点が

時間とともに下がっていく現象を指す。これにより、保全や回復の目標設定が不適切になる問題がある。 

（出典）Sophus O. S. E. zu Ermgassen et al., “The ecological outcomes of biodiversity offsets under “no net loss” policies: 

A global review”（Conservation Letters, 2019.7）ほかをもとに作成 

本資料は、情報提供を目的に作成しています。正確な情報を掲載するよう努めていますが、情報の正確性について保証するものではあり

ません。本資料の情報に起因して生じたいかなるトラブル、損失、損害についても、当社および情報提供者は一切の責任を負いません。 

https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12664
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12664

